
１　機能に関するもの

ご質問・ご意見等（概要） 回答及び対応方針

バス停利用者は庁舎内のトイレを使用するという話であるが、土日も利用できるのか。 新県庁舎の行政棟内、バスロータリーから近い位置に、休日も利用できるよう外部から出入り
可能なトイレの設置を検討します。

敷地南側道路の県警庁舎側には歩道があるが、県庁側には歩道がなく大変危険である。 今後の工事において、歩道設置を検討しております。

現在ロータリーとなっているところはどのように整備されるのか。現状ロータリーのものが急に
別のものに変わると事故を起こす可能性が非常に高いと思う。

新県庁舎においてもロータリー設置を予定していますが、警察と協議をしながら、安全な交差
点となるよう検討してまいります。

敷地内道路の幅が広すぎるので、時間調整をするトラック等がいる。道路幅を狭くして、歩道を
広げたり、ジョギングできたりといった配慮をしてほしい。

道路の幅員を狭くするなど、トラック等が駐車ができない構造を検討してまいります。

公園北側の月極駐車場は本来歩道があるべきところであり、廃止すべき。 駐車場部分も公園とする方向で検討してまいります。

２　駐車場に関するもの

ご質問・ご意見等（概要） 回答及び対応方針

立体駐車場へ入るルートはどこからになるのか。北側からは入れないのか。立体駐車場北側
の道路は、職員が帰宅する時間帯は道路が混雑している。県庁敷地内に信号機を設置してほ
しい。

立体駐車場の北側出入口を封鎖し、出入口は東側と南側のみとします。これにより、立体駐車
場北側道路の交通量削減を図ります。

３　周辺交通に関するもの

ご質問・ご意見等（概要） 回答及び対応方針

公園は小学校の集団登校の集合場所になっている。工事期間中は集合場所、通学路を変更
する必要があるか。

公園再整備工事は令和２年度から令和４年度初夏まで予定しています。工程の素案ができた
段階で、関係する子供会や市橋小学校と協議を行い、通学に支障がないよう調整します。

事務棟南の厚生棟側の出入口も大変危険。ここを出入口とするなら、街路灯や非常灯をつけ
るなどして、もっと明るくするべき。

当該箇所の出入口に、感知式の回転灯を設置します。

ヤマダ電機横の南北の通りは通学路になっており、事故が起きかねない。特に、朝の通勤時、
南側の道路の交通量が増えるため、対策を考えてほしい。また、県警の職員もいると思うの
で、県警とも相談し、対策を強化してほしい。

警察本部や入居団体を含む県庁敷地内に勤務する全職員に対し、通学時間帯はできるだけ
通学路の通行を避け、通学路付近を通行する際は徐行するよう、周知します。

４　周辺環境に関するもの

ご質問・ご意見等（概要） 回答及び対応方針

観測用井戸について、何をどう観測するのか具体的に示してほしい。また、観測用井戸の観測
結果についてはどのように地域に公開するのか。

定期的に、飲用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査（11項目）を行います。また、仮囲いに
設置する工事看板等を活用し、検査結果を公開します。

５　その他

ご質問・ご意見等（概要） 回答及び対応方針

工事の作業時間について、具体的な時間を教えてほしい。 工事の作業時間は、8時～18時です。土日は、原則現場作業は行いませんが、祝日に関しては
通常作業を予定しております。

現庁舎の冷却塔の音がうるさい。新庁舎においては、対策を検討しているか。 現県庁舎の給気ファン前に、防音措置（防音壁）を設置します。新県庁舎においては、冷却塔
に消音装置を設置します。

県庁舎の工事に関する苦情を受け付ける電話を１本引いてほしい。 県庁舎建設課に専用電話を設置します。また、現場事務所へご連絡頂ければ、土日夜間でも
現場代理人へ転送されるように設定します。
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